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多床室・入居サービス利用料金の目安　　　　　３０日/月
　＊小規模特別養護老人ホーム（従来型） （円）

要介護度 　段階 食費 居住費

負担割合 1割 2割 3割 1割 2割 3割 1割 2割 3割

第1段階 725 1,450 2,175 300 0 1,025 30,750

第2段階 725 1,450 2,175 390 430 1,545 46,350

第3段階① 725 1,450 2,175 650 430 1,805 54,150

第3段階② 725 1,410 2,115 1,360 430 2,515 75,450

第4段階 725 1,450 2,175 1800 940 3,465 4,190 4,915 103,950 125,700 147,450

第1段階 796 1,592 2,388 300 0 1,096 32,880

第2段階 796 1,592 2,388 390 430 1,616 48,480

第3段階① 796 1,592 2,388 650 430 1,876 56,280

第3段階② 796 1,592 2,388 1,360 430 2,586 77,580

第4段階 796 1,592 2,388 1,800 940 3,536 4,332 5,128 106,080 129,960 153,840

第1段階 873 1,746 2,619 300 0 1,173 35,190

第2段階 873 1,746 2,619 390 430 1,693 50,790

第3段階① 873 1,746 2,619 650 430 1,953 58,590

第3段階② 873 1,746 2,619 1,360 430 2,663 79,890

第4段階 873 1,746 2,619 1,800 940 3,613 4,486 5,359 108,390 134,580 160,770

第1段階 944 1,888 2,832 300 0 1,244 37,320

第2段階 944 1,888 2,832 390 430 1,764 52,920

第3段階① 944 1,888 2,832 650 430 2,024 60,720

第3段階② 944 1,888 2,832 1,360 430 2,734 82,020

第4段階 944 1,888 2,832 1,800 940 3,684 4,628 5,572 110,520 138,840 167,160

第1段階 1012 2,024 3,036 300 0 1,312 39,360

第2段階 1012 2,024 3,036 390 430 1,832 54,960

第3段階① 1012 2,024 3,036 650 430 2,092 62,760

第3段階② 1012 2,024 3,036 1,360 430 2,802 84,060

第4段階 1012 2,024 3,036 1800 940 3,752 4,764 5,776 112,560 142,920 173,280

＊介護保険適用外（日常生活上ご利用されたサービス）については実費となります。

＊食費、居住費については住民税課税状況等により利用者負担段階が異なり、利用者負担第１～

  ３段階については基準費用額と利用者負段階の額との差額について補足給付が受けられます。

  ただし、補足給付を受けるには介護保険負担限度額認定申請書により認定を受ける必要があります。

＊ 認定を受けずに施設サービスを利用した場合は利用者負担 第４段階が適用されます。

＊ 自己負担額も割合が３割となる方もいらっしゃいます。 

　詳しくは市町村担当課までお問い合わせください。

利用者負担段階

第１段階

第２段階

第３段階①

第３段階② 年金収入等120万円超

第４段階 　　　　　　　上記以外の方

＊第１段階～３段階の方も、入院・外泊加算対象期間を超えた場合は、居住費が940円となります。

年金収入等80万円超120万円以下

老齢福祉年金受給者、生活保護受給者

合計所得金額と課税年金収入の合計が８０万円以下の方

基本料金＝（自己負担額＋居住費＋食費）×30日

＊「介護保険自己負担額」には、介護福祉施設サービスにおける加算がありますのでご了承ください。

要介護４

要介護３

令和6年10月1日

30日の合計1日の合計介護保険自己負担額

住民税世帯非課税者の方

要介護１
（参考）

要介護２
（参考）

要介護５

地域区分（八千代市）・1単位 ＝ １０.４５円 （入居サービス）
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介護福祉施設サービスにおける加算　（自己負担額は介護保険負担割合証に記載の割合）　　　 （円）

1割 2割 3割

栄養マネジメント強化加算 １１/日 ２２/日 ３３/日

個別機能訓練加算 １２/日 ２５/日 ３７/日

外泊時費用 ２５７/日 ５１４/日 ７７１/日

初期加算 ３１/日 ６２/日 ９４/日

９４/月 １８８/月 ２８２/月

６/回 １２/回 １８/回

１０/月 ２０/月 ３１/日

１０５/月 ２０９/月 ３１４/月

10/月 ２１/月 ３１/月

介護職員等処遇改善加算

＊その他の加算については事業所の体制や利用者の状況により該当事項が生じる場合があります。

その他のサービス（自己負担となるもの）

①　電気使用料 １、５００円/月

②　特別食：誕生会・正月・節句・クリスマス等の行事 通常の食費に追加分を実費

③　理美容代 実費

④　インフルエンザ予防接種費用 実費

⑤　緊急対応時の医療機関への支払い費用（入院費等） 実費

⑥　事務代行費及び預り金管理費 １、５００円/月

⑦　送迎費用（受診・外出等） 別途規定料金

⑧　個人的にご利用になるサービスや物品の購入 実費

ご利用額の変更や、新たに発生する費用については、事前に変更内容及びその事由について、

ご利用者及びご家族・代理人にお知らせいたします。

地域区分（八千代市）・1単位 ＝ １０.４５円 （入居サービス）

入所から３０日、３０日を超える入院後の再入所後30日

計画的に機能訓練を行っている場合

褥瘡の発生と関連のあるリスクを入所者毎に評価

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が月2回以上口腔ケアを行い介護職員に具体的な助言/指導を行う場合

介護職員の処遇を改善するため 所定単位総数の13.6％/月×10.45（1割・2割・3割）

協力医療機関連携加算

高齢者施設等感染対策
向上加算（Ⅰ）

入居者等の病状が急変した場合等において　協力医療機関に相談対応を行う体制を常時確保し
ていること

振興感染症の発生時等に感染者の診療等を実施する医療機関（協定締結医療機関）との連携体
制を構築していること

口腔衛生管理加算

療養食加算 食事箋に基づく療養食が提供された場合

褥瘡マネジメント加算

(管理)栄養士を規定数以上配置し入所者毎の栄養状態等の情報を厚労省に提出する場合

入院・外泊された場合、１ヶ月に６日を限度

加算項目 内容


